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当店ではケースを１ケ月単位でお貸しするレンタル料を先にいただきます。 

 

１．ご契約 

未成年の方、代理の方はレンタルのご契約をいただけません。 

日本国内に在住で、かつ連絡が取れる方に限ります。 

ご契約者の又貸しは出来ません。 

申し込みは"契約書"と"出品リスト"をプリントアウトし御持参ください。 

店頭で記入することも出来ますが、作業スペースが限られている為事前にご用意いただくと便利です。 

ご契約時に免許証、保険証などご本人様のお名前、住所が確認できる公的な身分証明書とご印鑑、精算金のお振込み銀行

口座名が必要です。 

その際、契約月数分の金額をお支払いください。 

初回は２ケ月からの契約、その後は１ヶ月ごとの更新となります。 

レンタル料は先にお支払いいただき途中解約は出来ません。 

また、ご契約期間中のケースの変更や移動は出来ません。 

利用規約にご了解をいただいた上でご契約とさせていただきます。 

 

２．ご出店 

出品に関しての判断は当店に一任させていただきます。 

公序良俗に反するもの、無版権物、コピー商品、盗品、不正商品、食品、生き物、ケースに入らないサイズのものは出品すること

が出来ません。 

万が一発見した掲合は撤去及び法的措置を講じる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

ケースの鍵の管理はスタッフが行います。 

合鍵はお渡しできませんので、商品の追加・価格の変更などの際には、身分証を持参の上、スタッフにお申し付けください。 

ディスプレイはお客様ご自身で自由になさって結構です。 

但し代理人様等が行うことは出来ません。 

 

３．販売価格 

一品当たり 10 円単位で一つの商品の価格が 50 円から 20 万円までの間で自由に設定してください。 

商品にはケース番号・商品通し番号・価格(税込み)を記入してください。 

お預かりした商品の販売時に 10％の売り上げ手数料と消費税分を販売額から差し引かせていただきます。 

 

４．ご精算 

ご清算時には税込価格より消費税分を申し受け、商品の本体価格（税抜き）より手数料（10％）を差し引いて月末締め、翌月

10 日以降に店頭手渡し、もしくはお振込み(お振込み手数料はお客様負担)にてご精算致します。 

但し、精算金額が 3 万円以上の場合は銀行振込みのみとさせていただきますのでご了承ください。 

  例）売上 1,050 円（税込み）－50 円（消費税 5％）－100 円（手数料 10％）＝お支払い金額 900 円 

 

５．更新、終了 

契約更新または終了のご連絡は、契約期間終了の 10 日前までにお願いします。 

契約期間途中でご解約、退室されてもレンタル料金の差額返金は出来ません。 

レンタル契約期間終了後、再更新が無い場合は、ケースより商品を撤去させていただきます。 

契約期間終了後１週間は無料で商品を保管いたしますが、それを過ぎますと１か月分のレンタル料が発生します。 

万が一契約終了後１ヶ月を過ぎてもご連絡が無い場合は当店にて商品を処分させていただきます。 

処分させていただいた商品については、契約者様は一切の請求権がないものとさせていただきます。 

 

６．損害・その他 

天才、災害などの不測の事態、あるいは仕入れ等により、営業ができなくなった場合は通知することなく営業を停止することがあり

ます。 

また、火災、天変地異等による損害には当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

商品の管理には万全を期しておりますが、破損・紛失に関しては責任を負いかねます。 

当社の過失以外での傷、汚れその他の問題が発生した場合に関しても一切の保障は出来ませんのでご了承ください。 

ショーケース及び当社からご契約者様ヘの貸与品の破損等の修理にかかる費用はご契約者様の負担となります・ 

 

状況により規約内容の変更、付加がある場合があります。 

  

 


